
ル
に
設
定
し
て
お
り
、
１
市

３
町
の
住
民
に
対
し
て
適
切

な
説
明
責
任
が
果
た
せ
る
も

の
だ
と
思
う
。
今
後
ビ
ジ
ョ

ン
や
行
政
の
あ
り
方
を
考
え

て
い
く
上
で
、
ベ
ー
ス
と
し

て
考
え
て
良
い
推
計
結
果
が

出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

で
十
分
で
あ
る
と
思
う
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
２７

　

都
市
内
分
権
と

　
　
　

地
域
自
治
区
等
の

　
　
　
　
　

設
置
に
つ
い
て

　

都
市
内
分
権
と
地
域
自
治
区

等
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お

り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
市
全
体
の
都
市
内
分
権
の
あ

り
方
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
５
年

を
目
途
に
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。

　

合
併
前
の
地
域
の
歴
史
や
文
化

な
ど
の
特
色
を
生
か
し
つ
つ
、
合

併
後
の
新
市
に
お
け
る
一
体
的
な

ま
ち
づ
く
り
を
円
滑
に
進
め
る
た

め
の
経
過
措
置
と
し
て
、
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第

５
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
地
域
自
治
区
を
次
の
と
お
り
設

置
す
る
。

１　

地
域
自
治
区
の
設
置

　
　

城
山
町
、
津
久
井
町
及
び
相

模
湖
町
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

を
単
位
と
し
た
地
域
自
治
区

を
設
置
し
、
名
称
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「（
仮
称
）
城
山
町
」
、「（
仮

称
）
津
久
井
町
」、「（
仮
称
）相

模
湖
町
」
と
す
る
。

２　

地
域
自
治
区
の
設
置
期
間

　
　

合
併
の
期
日
か
ら
５
年
間
と

す
る
。

３　

地
域
自
治
区
の
事
務
所
の
位

置
、
名
称
、
所
管
区
域
等

�　

事
務
所
の
位
置
、
名
称
及

び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

協
議
第　

号
１２

　

行
政
連
絡
機
構
の

　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

〈
継
続
協
議（
一
部
）〉　

　

行
政
連
絡
機
構
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
一
部
継
続
協
議
と

な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
次
の

と
お
り
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お

り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
（
―
線

は
当
初
案
と
の
変
更
部
分
）

１　

行
政
連
絡
機
構
及
び
行
政
連

絡
業
務
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

は
現
行
ど
お
り
と
し
、
合
併
後

新
市
の
一
体
性
を
確
保
す
る

た
め
に
、
３
年
を
目
途
に
見
直

す
も
の
と
す
る
。

　
　

た
だ
し
、
行
政
連
絡
業
務
の

う
ち
、
広
報
紙
の
配
布
に
つ
い

て
は
、
自
治
会
運
営
に
支
障
の

な
い
よ
う
配
慮
し
、
合
併
時
に

相
模
原
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
２４

　

議
会
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お

り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
に

つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特

例
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
２

項
、
第
３
項
、
第
５
項
及
び
第
６

項
の
規
定
を
適
用
し
、
相
模
原
市

の
議
会
議
員
の
残
任
期
間
及
び
合

併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
一
般
選
挙

に
よ
り
選
出
さ
れ
る
議
会
議
員
の

任
期
に
相
当
す
る
期
間
に
限
り
、

相
模
原
市
の
議
会
議
員
の
定
数　
４６

人
に
、
編
入
さ
れ
る
町
ご
と
に
設

け
ら
れ
る
選
挙
区
の
議
会
議
員
の

定
数
５
人
（
城
山
町
２
人
、
津
久

井
町
２
人
、
相
模
湖
町
１
人
）
を

加
え
た　

人
と
す
る
。
」

５１

　

な
お
、
議
員
の
定
数
等
に
関

す
る
検
討
委
員
会
山
岸
委
員
長

よ
り
、
３
町
の
議
会
議
員
の
急

激
な
減
少
に
伴
う
住
民
不
安
を

軽
減
す
る
た
め
、
民
意
を
反
映

す
る
制
度
と
し
て
、
地
域
自
治

区
等
を
設
け
、
そ
の
内
容
の
充

実
を
図
る
こ
と
が
同
委
員
会
に

お
い
て
強
く
要
請
さ
れ
た
こ
と

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
２５

　

農
業
委
員
会
委
員
の

　
　
　

定
数
及
び
任
期
の

　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

　

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及

び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
原
案

ど
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

１　

新
市
に
相
模
原
市
の
区
域
と

城
山
町
、
津
久
井
町
及
び
相
模

湖
町
を
区
域
と
し
た
２
つ
の

農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
も

の
と
す
る
。

２　

相
模
原
市
、
城
山
町
、
津
久

井
町
及
び
相
模
湖
町
の
農
業

委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員

で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第

８
条
第
３
項
の
規
定
を
適
用

し
、合
併
後
１
年
間
、引
き
続
き

新
市
の
農
業
委
員
会
委
員
と

し
て
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
適
用
期
間
経
過
後

の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
数
に
つ

い
て
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
２６

　

ま
ち
づ
く
り
の

　
　

将
来
ビ
ジ
ョ
ン（
素
案
）

に
つ
い
て　
　
　
　
　

　

ま
ち
づ
く
り
の
将
来
ビ
ジ
ョ

ン（
素
案
）に
つ
い
て
は
、
原
案

ど
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
た

だ
し
、財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
は
、
幹
事
会
で
再
度

検
討
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

相
模
原
市
委
員　

財
政
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
に
よ
り
歳
入
増
が

見
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
平
成　

年
度
以
降
も

３２

作
成
し
て
欲
し
い
。

事
務
局　

歳
入
に
つ
い
て
は
、

ま
ち
づ
く
り
に
よ
り
、
ど
の

く
ら
い
増
加
す
る
か
試
算
が

難
し
い
。
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
長
期
間
作
成
す
る

と
精
度
が
下
が
る
。
合
併
後

　

年
間
は
国
の
財
政
措
置
が

１５行
わ
れ
る
が
最
後
の
年
度
は
、

支
援
措
置
の
影
響
は
少
な
い
。

小
林
副
会
長　

財
政
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
は
、
平
成　

年
度

３２

ま
で
で
は
足
り
な
い
。
そ
れ

以
降
の
も
の
も
作
成
し
て
欲

し
い
。
政
令
指
定
都
市
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
必
要
で

あ
る
。特
例
債
は
１
０
０
％
、

　

％
、　

％
、
０
％
と
い
う

７５

２５

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

事
務
局　

合
併
特
例
債
は
、
現

段
階
で
対
象
事
業
が
決
ま
っ

て
い
な
い
の
で
、
中
間
の　
５０

％
と
し
た
。
平
成　

年
度
以

３２

降
も
作
成
す
る
こ
と
や
合
併

特
例
債
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

協
議
会
で
検
討
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

吉
田
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

財
政
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
条
件
設

定
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る

も
の
だ
が
、
事
務
局
で
作
成

し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

条
件
を
厳
し
く
ニ
ュ
ー
ト
ラ

�　

事
務
所
の
事
務

ア　

市
長
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
一
部
を
分
掌

す
る
。

イ　

地
域
協
議
会
の
庶
務

を
処
理
す
る
。

�　

事
務
所
の
長

　
　

事
務
所
の
長
は
、
事
務
吏

員
と
す
る
。

４　

地
域
協
議
会
の
設
置

　
　

地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
自
治
区
に
地
域
協
議
会
を

設
置
し
、
名
称
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
（
仮
称
）
城
山
町
地
域
協
議

会
」、「（
仮
称
）
津
久
井
町
地

域
協
議
会
」、「（
仮
称
）
相
模

湖
町
地
域
協
議
会
」
と
す
る
。

５　

地
域
協
議
会
の
構
成
員

　

�　

選
任

　
　
　

地
域
自
治
区
の
住
民
か
ら

市
長
が
選
任
す
る
。
選
任
に

当
た
っ
て
は
、
各
地
区
の
代

表
、
各
種
団
体
の
代
表
そ
の

他
学
識
経
験
者
、
公
募
委
員

を
含
め
る
等
、
地
域
自
治
区

の
住
民
の
多
様
な
意
見
が

適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

�　

定
数

　
　
　
　

人
以
内
と
す
る
。

３０

�　

任
期

　
　
　

２
年
以
内
と
す
る
。

�　

報
酬

　
　
　

報
酬
は
、
支
給
し
な
い
。

６　

地
域
協
議
会
の
会
長
及
び
副

会
長

�　

地
域
協
議
会
に
会
長
及

び
副
会
長
を
置
く
。
会
長
及

び
副
会
長
は
、
構
成
員
の
互

選
に
よ
り
決
定
す
る
。

�　

市
長
は
、
会
長
若
し
く
は

副
会
長
が
心
身
の
故
障
の

た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え

な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は

会
長
若
し
く
は
副
会
長
に

職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の

他
会
長
若
し
く
は
副
会
長

た
る
に
適
し
な
い
非
行
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

７　

地
域
協
議
会
の
権
限

�　

市
の
事
務
で
地
域
自
治

区
の
区
域
に
係
る
も
の
等

に
つ
い
て
、
市
長
そ
の
他
の

市
の
機
関
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

�　

市
長
そ
の
他
の
市
の
機

関
は
、
地
域
自
治
区
の
区
域

に
係
る
重
要
事
項
を
決
定

し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
地
域
協
議
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

相
模
原
市
委
員　

新
市
全
体
の

都
市
内
分
権
は
、
い
つ
実
施

さ
れ
る
の
か
。

企
画
部
会　

行
政
分
権
と
合
わ

せ
た
中
で
、
市
民
の
意
見
を

聴
き
な
が
ら
５
年
を
目
途
に

検
討
を
す
る
。

津
久
井
町
委
員　

地
域
協
議
会

委
員
の
選
任
の
た
め
の
組
織

に
は
、
そ
れ
な
り
の
権
限
と

責
任
を
与
え
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
。

相
模
湖
町
委
員　

地
域
協
議
会

の
委
員
に
は
あ
る
程
度
の
権

限
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

城
山
町
委
員　

合
併
特
例
法
の

地
域
自
治
区
は
合
併
後
５
年

で
終
了
と
な
っ
て
い
る
が
、

３
町
に
お
い
て
は
、
空
白
期

間
が
で
き
な
い
よ
う
継
続
し

て
地
域
自
治
区
の
設
置
を
お

願
い
す
る
。

牛
山
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

５
年
後

に
地
域
自
治
区
を
解
消
し
た

後
に
、
全
市
域
で
の
都
市
内

分
権
を
速
や
か
に
実
現
し
な

け
れ
ば
、
行
政
は　

万
市
民

７０

か
ら
遠
い
も
の
と
な
る
。
さ

が
み
は
ら
都
市
み
ら
い
研
究

所
の
検
討
等
を
進
め
、で
き
る

だ
け
早
い
段
階
で
実
現
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

　
　

一
方
、
地
域
協
議
会
の
意

見
と
全
市
的
視
野
で
の
政
策

の
調
整
は
難
し
い
が
、
合
併

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
市
長
が

協
議
会
意
見
を
尊
重
し
、
全

市
域
を
代
表
す
る
議
会
で
の

審
議
を
経
て
、
政
策
の
優
先

順
位
を
決
め
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
政

治
的
側
面
も
あ
り
、
難
し
い

が
、合
併
の
趣
旨
を
生
か
し
、

都
市
内
分
権
を
進
め
る
中
で
、

地
域
意
見
を
反
映
で
き
る
シ

ス
テ
ム
の
構
築
を
は
か
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
２８

　

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
財
産
区
）

　

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
区
）
は
、
次
の
と
お
り

提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

城
山
町
及
び
津
久
井
町
の
各
財

産
区
が
所
有
す
る
財
産
は
、
財
産

区
有
財
産
と
し
て
相
模
原
市
に
引

区　

域

相

模

原

市

城
山
町
、
津
久
井

町
及
び
相
模
湖
町

委
員
数

　

人
２０

　

人
１４

事務所の
所管区域

事務所の名称
事務所
の位置

地域自治区
の名称

それぞれの
合併前の町
の区域とす
る。　　　

（仮称）城山町地
域自治区事務所それぞれ

の合併前
の町役場
の位置と
する。　

（仮称）
城山町

（仮称）津久井町
地域自治区事務所

（仮称）
津久井町

（仮称）相模湖町
地域自治区事務所

（仮称）
相模湖町


